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本日の議論

⚫ 2023年3月29日に行われた電力・ガス基本政策小委員会（以下「小委」という。）の
議論において、今後の必要供給力と容量市場における調達量の関係について議論が行
われた。

⚫ これを踏まえ、本制度検討作業部会では容量市場における調達量や費用負担などの
具体的な整理を行う方向性だが、2023年1月24日に行われた調整力及び需給バラン
ス評価等に関する委員会（以下「調整力等委」という。）で整理された必要供給力に
関する今後予定されているオークションでの取扱いについて御議論いただきたい。

⚫ また、2023年2月28日に行われた容量市場の在り方等に関する検討会では、追加
オークションにおけるNetCONEの算定要素に関する取扱いが論点に挙げられ、御意見
をいただいたところ。本検討会においても御議論いただきたい。

⚫ また、容量市場における蓄電池は発動指令電源として参加可能だが、今後の再生可
能エネルギーの導入にあたり、その余力を活用した調整力としての役割が期待されている。
発動指令電源では、安定電源において必要となる余力活用契約の締結といったリクワイ
アメントは課せられていない中、今後蓄電池に求められる役割や現状を踏まえ、蓄電池
の容量市場における取扱いについて御議論いただきたい。
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1. 容量市場において確保する供給力の方針

2. 追加オークションにおけるNetCONEの見直し

3. 蓄電池の取扱い
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容量市場において確保する供給力の方針

⚫ 2023年3月29日の小委で今後の必要供給力と容量市場の関係性、容量市場以外
での供給力確保策、費用負担の在り方について論点があげられており、引き続き議論を
進めていく予定である。2023年1月24日の調整力等委において見直し後の必要供給
力の在り方が整理されたところだが、安定供給に必要な供給力については容量市場を
通じて確保していくことを基本とするものの、容量市場での調達量については、上記議論
の結論を踏まえることが適切である。

⚫ 2023年4月下旬には2024年度実需給向け追加オークションの開催判断を行う必要
がある中、その開催判断を行うにあたっては、追加オークションにおける需要曲線に上記
の見直し後の供給力を含めるかどうかを決定する必要がある。一方、上述のとおり、見直
し後の供給力増加分を含めて容量市場で確保すべきかどうかは、その費用負担を含め
て丁寧に議論を行う必要がある。

⚫ 以上の状況を踏まえ、2024年度実需給向け追加オークションでは必要供給力の見
直しによる増加分を容量市場での調達量に含めずに開催判断を行うこととし、2027
年度実需給向けメインオークション以降の容量市場において確保する供給力や費用
負担の在り方については引き続き議論することとしてはどうか。

⚫ なお、2023年度供給計画における2024年度の需給状況は見直し前の供給信頼度
基準を満たしており、少なくとも2024年度においては容量市場外の供給力が期待でき
ると仮定すると十分な供給力が存在することが示唆されている。
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今後の必要供給力と容量市場に関する議論提示
第60回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会
電力・ガス基本政策小委員会（2023年3月29日）資料3
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容量市場以外での供給力確保策に関する議論提示
第60回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会
電力・ガス基本政策小委員会（2023年3月29日）資料3
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容量市場以外での供給力確保策に関する議論提示
第60回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会
電力・ガス基本政策小委員会（2023年3月29日）資料3
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2023年度供給計画における供給信頼度評価(2024年度)

⚫ 2023年度供給計画における2024年度の供給信頼度評価は基準を満たしている。

第84回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
（2023年3月22日）資料4
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(参考)供給信頼度基準の見直し
第82回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

（2023年2月10日）資料1
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2023年度供給計画における予備率(2024年度)

⚫ 2023年度供給計画における2024年度の予備率は8%を上回っている。

第84回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
（2023年3月22日）資料4
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追加オークションにおけるNetCONEの算定にあたっての論点提示

⚫ NetCONEの算定について、第44回の容量市場の在り方等に関する検討会において、
メインオークションと同様に都度最新の経済指標をもとに算定を行うとの従来の整理
に基づく案（①）の他、実需給年度が同じメインオークションにおけるNetCONEの
設定金額を据え置く案（②）も含めて議論された。

第44回 容量市場の在り方等に関する検討会
（2023年2月28日）資料3
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追加オークションにおけるNetCONEの算定についての御意見

⚫ 第44回の容量市場の在り方等に関する検討会におけるNetCONEの算定についての
議論においては、NetCONEについては原則論として物価上昇を反映すべきという御意
見や、最新の経済指標等を反映しないことによる事業者の応札インセンティブの低下に
ついての懸念等が示された。

【容量市場の在り方等に関する検討会（第44回2023.2.28）における主な意見】
• 原則論として、NetCONEについては物価上昇を反映すべきと考え、EUEに関しては精緻な分析の下に算定され

た保守的な数値だという理解をしている。どういう形で全体を容量市場に反映していくか、もしくはこの追加オークション
に反映していくかを考えないといけないが、原則論としては反映していくべきであろうと認識する。

• 追加オークションよりもメインオークションへの参加を促す仕組みであることが望ましいとの考え方は一定の合理性もあ
る。一方で、（中略）これらの新設等も含めた電源に対して、追加オークションのNetCONEに最新の経済指標
等を反映しないことで、応札するインセンティブ が低下する可能性はないか確認したい。

• 諸元の数値であるインフレ率が非常に高くなっているような時点において、果たしてメインオークションの時と同じ
NetCONEで十分な電力、電源が集まるのかどうかということも併せて考える必要がある。

• 安定供給をより万全なものとする観点からは、（EUEの見直しによる）この増加分というのは確実に目標調達量
に盛り込んでいただきたいと考える。（中略）NetCONEの値を下げるということは、（中略）結果として需要曲線
も、左下のほうにスライドすることになってしまうのではないかと考える。そうなると結果として、約定する供給力の量
が減るということになるのではないかと理解しており、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会のほうで整
理した内容と整合が取れなくなるとも考えられる

• メインオークションより追加オークションのほうが高い価格であった場合、追加オークションのNetCONEをメインオークショ
ンに揃えるということは一案だと認識するが、状況に合わせて制度変更を行なうこととは理解しつつも、度重なる制度
変更は予見性の低下にも繋がるため、今年度の限定的な措置とするのではなく、恒久的な措置として適用すべ
きかどうか、しっかり議論していくことが重要なのではないかと考えている。



追加オークションにおけるNetCONEの算定について

⚫ 追加オークションにおけるNetCONEの諸元については最新の経済指標等を用いて算定
するように従来整理されていたところ、対案として提示されたメインオークションにおける
NetCONEの設定金額を据え置く方法を採用した場合、応札インセンティブの低下によ
る必要な電源が確保できないおそれとの御意見等を踏まえ、都度最新の経済指標をも
とに算定を行うとの従来の整理のとおりとしてはどうか。

第44回 容量市場の在り方等
に関する検討会

（2023年2月28日）資料3
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（参考）NetCONEの算定
第44回 容量市場の在り方等に関する検討会

（2023年2月28日）資料3
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蓄電池(系統用蓄電池)の容量市場等における取扱いの現状

⚫ 系統用蓄電池（系統に単独で直接接続する蓄電システム）の導入が進む中、揚水
発電所との運用の類似性の観点から、長期脱炭素電源オークションの制度設計や、系
統ワーキンググループにおける議論などにおいて、容量市場における電源区分やリクワイア
メントの見直しの必要性が示唆されている。

⚫ 蓄電池は容量市場では発動指令電源として参加可能となっている。なお、発動指令電
源に求められるリクワイアメントは「実効性テスト」と「発動指令への対応」の2つ。

⚫ 2023年2月28日に開催された系統ワーキンググループでは、一般送配電事業者から
系統用蓄電池に対して指令により充電を行えるようにすることは、需給バランス制約によ
る出力制御の低減や系統混雑の緩和などの観点で安定供給に資する可能性がある旨、
また、役割や機能が近い揚水と同様の扱いとし、余力活用契約に基づき、需給バランス
改善用の蓄電設備として充電を行うことが考えられる旨が言及されている。

⚫ 余力活用契約の締結や供給指示への対応は、容量市場においては安定電源のリクワ
イアメントとなっていることから、電源区分の見直しを含む取扱いの議論が必要となってい
る。なお、長期脱炭素電源オークションでは、今後蓄電池に求められる役割を促していく
観点から揚水発電所と平仄を合わせ、蓄電池を安定電源として取り扱うこととしており、
調整係数についても揚水発電所と同じ調整係数を適用する方向性で検討が進められ
ている。
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（参考）容量市場におけるリクワイアメント
容量市場の制度詳細について（2022年7月）
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系統ワーキンググループにおける系統用蓄電池の役割に関する議論
第44回 系統ワーキンググループ
（2023年2月28日）資料2
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長期脱炭素電源オークションにおける蓄電池の取扱い

第71回 制度検討作業部会
（2022年10月31日）資料5



20

系統用蓄電池と容量市場リクワイアメントに関する意見の概要

⚫ 系統用蓄電池について、容量市場における各リクワイアメントとの親和性について事業者
と意見交換を行ったところ、発動指令電源の区分のままでは蓄電池の能力を十分に発
揮できない可能性がある一方、安定電源に区分する場合においては、余力活用契約
に基づく一般送配電事業者との運用に関して、現状では具体的に見通すことができな
い等の課題が提起された。

＜系統用蓄電池の特性に照らした際の課題＞
電源区分 リクワイアメント

• 他の電源区分では実需給までに運転開始されていればよい一方、発動指
令電源では実需給年度2年前の段階で実効性テストが必要となるため、
リードタイムが短い。

発動指令電源

実効性テスト

課題内容

• 発動指令に備えた運用(蓄電池残量などを考慮した運用)の場合、蓄電
池の能力を最大限に発揮できない。

• 需給調整市場の応動と発動指令の要請が競合すると、現行制度ではいず
れかの応動を取れないことによりペナルティを被ってしまう。

発動指令への対応

安定電源 供給指示への対応

• 市場応札(放電)に向けて充電を計画した場合、kWhとしての余力が無く
(SoCがゼロ、もしくは約定している市場供出分のみ充電の状態)、事実上
余力活用に対応できない可能性がある。

• 余力活用のためにはSoCの情報や充放電可能量の把握を一般送配電事
業者が行う必要があり、専用線や制御装置の仕様検討や一般送配電事
業者との運用の合意が必要。

※上表に記載した内容のほか、安定電源における「市場応札」のリクワイアメントにおいて「容量停止計画を提出していないコマ」のうち「充電時間」や
「放電後の時間」も市場応札ができない点を考慮する必要があるという意見や、事業者の考え方によって該当電源区分を自由に選択できた方が良い
という意見もあった。



容量市場における電源区分の取扱い方針について

⚫ 系統用蓄電池は、定められた回数の発動指令に備えるという発動指令電源のリクワイア
メントに応じるためには充電状態を維持する必要があり、蓄電池の能力を最大限に発揮
できない可能性があるのではないか。また、需給バランスの改善や系統混雑緩和のため
に、一般送配電事業者からの指示に応えて充放電を行えるような役割を果たせるような
環境整備も進めていくことが望ましいのではないか。

⚫ しかし、規模の小さな蓄電池では、一般送配電事業者から指令を受ける通信設備への
投資が割高となる等、安定電源に区分することが適切でないケースも考えられる。

⚫ これらを踏まえ、一定規模以上の蓄電池は安定電源に区分することとし、当該規模未
満の蓄電池については今までどおり発動指令電源に区分する方向で検討を進めてはど
うか。ただし、現状では一般送配電事業者による系統用蓄電池の余力活用について、
具体的な運用の整理が進められている状況であるため、容量市場オークションの実需
給を迎えるまでに当該運用が整理される見通しを確認したうえで、前述の電源区分に
ついて具体的な結論を設けることとしてはどうか。
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